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緒言（はじめに） 

アレルギーの歴史 

アレルギー反応の歴史的記録は、メネス王が蜂に刺されて死亡したことを記

した紀元前27世紀に古代エジプト象形文書に遡る。 

1902年、PortierとRichetは、犬にイソギンチャク毒素を注射して免疫（防御

力）をつけようとした。しかし、数週後にごく少量の毒素を再注射したところ、

犬は期待に反して数分後に呼吸困難や下痢を起こして死亡した。この実験から、

彼らは「アナフィラキシー」（anaphylaxis：anaは反対・無、phylaxisは防御・

保護、すなわち無防御の意）という言葉を作った。これに数年遅れて、1906年

に、von Pirquetが「変化した反応能力」という意味をもつ“アレルギー”とい

う言葉を初めて提唱した1)。  

こうした反応が血清を介して起きることは、1921年に発見された。ドイツ人

の医師カール・プラウスニッツは、サバに対してアレルギーであった同僚医師

ハインツ・キュストナーの血清を、自分の皮内に注射した。そして翌日、同じ

箇所にサバの抽出液を注射して、局所のアレルギー反応が生じることを確認し

た。つまり、キュストナーの血清が、アレルギーのないプラウスニッツの皮膚

にアレルギー反応を生じさせたことになる。この反応はP-K反応と呼ばれ、今で

も研究に用いられる。さらに、患者血清を皮内に注射したのち、抗原を経口摂

取すると注射局所に反応が生じるWaltzer反応が確認され、摂取したアレルゲン

が腸管から吸収され、皮膚の局所に到達して症状を誘発することが証明された。

こうした反応を起こす血清中の因子は、仮に「レアギン」と呼ばれていた。ま

た、こうした即時型アレルギーを示す言葉として、1923年にCocaが「アトピー」

（普通でない反応）という言葉を提唱した。 

IgE発見の歴史 

レアギンの正体を探す研究は、その後40年間続けられた。そして、その正体

が不明なまま、1963にCoombs&Gellがアレルギー反応を４つに分類し、即時型

反応はその中でⅠ型と定義された2)。 

レアギンの正体は、1966年に石坂公成博士により発見され、免疫グロブリン

E（IgE抗体）と名付けられた。IgEの「E」は、皮膚に起きる紅斑（Erythema）

の頭文字からつけられている。この発見により、抗原抗体反応を中心としたア

レルギー発症の機序が急速に解明されていった3)。  

特異的IgE抗体が臨床検査として利用できるようになったのは、1974年（ファ

デバスRAST法）である。それ以前は皮膚テストだけで臨床診断が行われていた

が、ここから現在のアレルギー診療がスタートしたともいえる。 

日本における臨床的な食物アレルギー（Food Allergy,以下FA）は、IgE抗体

の発見前に遡る1961年に、当時群馬大学小児科教授であった松村龍雄によって

提唱された。松村教授は、自ら飲み続けていた牛乳を中止することによって様々
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な体調不良が軽快したことから、自分が「牛乳アレルギー」であることを確信

した4)。 

現代では、先進国における花粉症、FA罹患率が増加し、現代的な生活習慣の

変化が発症要因であるという「衛生仮説」がある。わずか50年もの間に大きな

変遷を遂げてきたアレルギーは、花粉や食物といった、日常的に出会うことの

多い異物を抗原とするため、患者、家族らを苦しめ、Quality of Life、（以下

QOL）低下をまねいている。 

FAは、その後様々な無理解や誤解を含みながら世界中で研究され、少なくと

も「即時型アレルギー反応を起こす食物は除去」とすることが世界のコンセン

サスとなった。しかし、食物の除去は決してアレルギー診療のゴールではなく、

過剰な除去はQOLや成長発達に不利益をもたらす。一方、アレルギーを克服す

るための経口免疫療法の有効性が報告されるにつれて、FAは「食べて治す」こ

とが指導の中心となってきた。 

食物アレルギー（FA）とは 

FAとは、「食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して

生体にとって不利益な症状が惹起される現象」と定義される。その位置づけは、

化学物質（鮮度の落ちた青魚などに含まれるヒスタミンなど）による直接作用

や、乳糖を体質的に分解できずに下痢を起こす乳糖不耐症などとは違い、生体

内の抗体やリンパ球といった、本来であれば体を守る働きをする「免疫反応」

が介在して特定の人に起こる現象を指している5)（表１）。 

アレルギー反応の仕組み 

FAの中心は、特異的IgE抗体の関与するFAである。摂取、接触した食物中の

タンパク質（アレルゲン）が皮膚や粘膜、あるいは未熟な腸管粘膜から吸収さ

れると、抗原提示細胞がそれを貪食し、ヘルパーT細胞に抗原提示する。Th2サ

イトカインが存在する環境では、ヘルパーT細胞から情報を受け取ったB細胞が

アレルゲン特異的IgE抗体を産生（第Ⅰ相）し、「感作」が成立する。特異的IgE

抗体は、皮膚や粘膜に存在するマスト細胞や、血液中を流れる好塩基球の表面

に結合する。そこに再度アレルゲンが侵入し、細胞表面のIgE抗体に結合すると、

化学伝達物質（ヒスタミン、ロイコトリエンなど）が放出されて、アレルギー

反応を引き起こす（第Ⅱ相）。このようなIgE依存性の反応は、アレルゲン摂取

から症状出現までの時間が15分以内、遅くともアレルゲンが消化、吸収され、2

時間以内と短時間で進むことが多く、即時型アレルギー反応ともいわれる6)（図

１）。 

食物アレルギー（FA）の有病率と原因食物 

わが国の FA の有病率調査では、乳児期は出生コホート調査で約 5～10％7)、

保育所調査で 7.7％8)、幼児期が保育所調査で 5.1％（ただし、1 歳児 9.2％をピ

ークに加齢に伴い減漸し 5 歳で 2.5％となる）と報告されている 9)（図２）。学
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童期は平成１６年の文部科学省の調査で 2.3～2.6％10) （図３）、全国学校栄養

士協議会調査で 1.3～1.6％11)とされる。 

 アレルゲンとなる食品は 動物性、植物性蛋白質食品、穀類、野菜類、果物類

など多岐ににわたる。中でも主要な原因食物としては12)、鶏卵39％、牛乳22％、

小麦12％であり、全体の70%を占める主要な3大原因食物である（図４）。これ

ら3大アレルゲンには、幼児、学童期の成長過程において重要な役割を果たす栄

養素を多く含んでおり、特に牛乳は、これまでカルシウム不足を主とした栄養

問題での報告が挙げられている13)。 

 また、これらは加工品に含まれる頻度も高いことで、誤食の発生によるアド

レナリン自己注射薬（エピペン○R）の使用報告の最も高い食品であるとも言える
14)。 

 これまで鶏卵、牛乳、小麦アレルギーは耐性獲得しやすく、鶏卵においては

４歳～４.５歳までに約５０％15)～18)、牛乳においては３歳で５０％以上19)～25)、

小麦においては４歳までに５９％26)が耐性獲得したとの報告がされてきたが、

最近の報告では学童期まで遷延するという報告が増えており27)～31)、学童期以降

のエピペン○R所有率は1校あたり1～2人と報告されている32)（表２）。 

食物アレルギー（FA）の診断と治療 

 FAは、特定の食物摂取時に症状が誘発されることと、それが特異的IgE抗体

など免疫学的機序を介する可能性の確認によって診断される。誘発症状の確認

は、過去の誤食などによる病歴や食物経口負荷試験（oral food challenge test、

以下OFC）のいずれかで陽性であるかを確認する。食べた経験がない（未摂取）

食物に対し、血液検査やプリック（皮膚）テストが陽性という理由だけで、必

要のない食物除去の継続を医師から指導されている場合もある。また、保護者

が食物をとらせると子どもが痒がるからと過剰な食物制限をしているケースも

散見される。 

 FAの治療の基本は、原因食物の除去であるが、その除去食は、負担を強いる

ばかりでなく、患者、家族の不安や恐怖心を増強させ、患児の食形成、食習慣

にも影響を及ぼしている33,34)。 

 「食物アレルギー診療ガイドライン2012」(Japanese Pediatric Guideline for 

Food Allergy 2012、以下JPGFA2012)では、FAの指導の原則は、OFCを含めた

「正確な診断に基づく必要最小限の食物除去」とされている12)。必要最小限の

食物除去とは、食べると症状が誘発される食物だけを除去する、また、原因食

物でも症状が誘発されない「食べられる範囲（量）」35)までは食べる、つまりOFC

で閾値量を明確にし、できる限り完全な除去を回避する基本方針である。それ

には、患児、保護者の食生活QOL改善のみでなく、少量でもアレルゲンを積極

的に摂取することで、耐性誘導に繫がるのではないかと考えられる。 

従来の食物アレルギー（FA）食事指導 
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これまで、我々管理栄養士が行ってきた食事指導は、除去食・代替食指導が

主体であった。解除指導は、患児、保護者が偶発的、または積極的挑戦で症状

なく食べられた事象を確認して、それに相当するアレルゲンを受身的に摂取許

可してきたに過ぎず、誰もが実現可能な具体的な解除指導とは言えない。FA児

が増え、OFCが多くの施設で標準的に行われるようになる中、管理栄養士が行

う解除指導法の開発は急務である。 

本研究の必要性 

これまで「食べられる範囲」を具体的に示し、解除への方法を導いた指導案

は報告されてきていない。「微量含有する加工食品から少しずつ解除する」と

いった曖昧な指導ではなく、何をどのように、どれだけといった具体的な指導

が必要となり、実現可能な解除指導の標準化へと繋げていかなければならない。

しかし、万人に適応するものではなく、全国的に行われているリスクの高い重

症者を対象とした経口免疫法とは区別をしなければならない。 

新たな治療方針として、いずれ耐性獲得するであろう対象者に、完全除去を

継続指示するのではなく、早期微量摂取による耐性促進効果を望む方針が増え

てきている36)。OFCにてその重症度を見極め、対象者を選定し、その結果から

得られた「食べられる範囲」＝「閾値以下の量を安全に摂取する」ことは、除

去解除の第一歩としてとても重要であり、微量のコンタミネーションに怯えな

い食生活をはじめとし、アレルゲンが制限無く食べられる生活へ誘導し、FAの

耐性獲得を目指すものである。 

 

 本研究にて我々は、鶏卵・牛乳・小麦アレルギー児を対象として、一定の摂

取開始が見込まれた比較的軽症なOFC陽性患者を対象に、アレルゲンそのもの

を定量的に摂取開始し、安全性が確保できれば徐々に増量することで解除を目

指す、具体的な指導方法を開発した。本論文の第Ⅰ章では、その方法を詳しく

紹介し、2年間指導を行った患児のアレルゲン摂取量の変化と完全解除率を評価

した。さらに第Ⅱ章では、鶏卵、牛乳の完全解除を許可された患児と保護者が、

その後の食生活においてどの程度食事に取り入れているのか、外食、買い物、

給食などにおいて、何の不自由もなく食生活が送れているのか、といった観点

から、｢真の解除｣の実態を調査した。 
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研究Ⅰ．卵・乳・小麦の解除指導 

1. 対象および方法 

1.1. 対象者  

 当科では、2011 年 8 月～2013 年 7 月までの２年間に、鶏卵：563 人、牛

乳：366 人、小麦：262 人の OFC を施行した。その判定結果は、負荷陰性者は

鶏卵：86 人、牛乳：124 人、小麦：91 人、完全除去の継続は、鶏卵：348 人、

牛乳：151 人、小麦：112 人、乳児消化管アレルギーと診断された牛乳の 8 人

であった。これらを除き、下記に示す基準に従って 2g 以上の摂取開始が可能

と判断された鶏卵アレルギー129 人（22.9%）、牛乳アレルギー83 人（22.6%）、

小麦アレルギー59 人（22.5%）を食事指導の対象とした(図５)。 

 対象者の年齢中央値は、鶏卵アレルギー：3 歳 2 か月（幅：11m-18Y10m）、

牛乳アレルギー：3 歳 8 か月（幅：6m-16Y4m）、小麦アレルギー：2 歳 2 か

月（幅：1Y-10Y8m）、性別は男児に多かった。 

身長、体重は、Kaup 指数中央値にて評価した。鶏卵アレルギー：16.

（12.5-21.3）、牛乳アレルギー：16.0（13.8-23.0）、小麦アレルギー：16.3

（13.7-19.4）であり、すべて「普通」の判定結果であった。 

血清中の IgE 抗体価は、ImmunoCAP® (Phadia AB, Uppsala, Sweden)を使

って測定した。IgE 抗体価≧0.35 を陽性とした。抗体価中央値は、卵白：7.07 

（0.38-100）UA/ml、オボムコイド：3.24（0.34-100）UA/ml、牛乳：7.24

（0.44-89.4）UA/ml、カゼイン：6.87（0.34-100）UA/ml、小麦：8.42（0.36-100）

UA/ml 、ω-5 グリアジン：0.66（0.34-43.5）UA/ml であった。抗体価陽性者

の割合は、卵白：100%、オボムコイド：90.2%、牛乳：100%、カゼイン：96.6%、

小麦：100%、ω-5 グリアジン：66.1%であった。 

他の食物アレルギー合併は、鶏卵アレルギー：43.5％（56/129 人）、牛乳ア

レルギー：74.7％（62/83 人）、小麦アレルギー：88.2％（44/59 人）であり、

小麦アレルギーでの他の FA 合併が多かった。 

過去の既往も含めたアトピー性皮膚炎（Atopic Dermatitis、以下 AD）の合

併は、鶏卵アレルギー：66.6%（86/129 人）、牛乳アレルギー：62.6%（52/83

人）、小麦アレルギー：77.9%（46/59 人）。気管支喘息（Bronchial Asthma、

以下 BA）の合併は、鶏卵アレルギー：14.7%（19/129 人）、牛乳アレルギー：

14.4％（12/83 人）、小麦アレルギー：18.6％（11/59 人）であった（表３）。 

 

1.2. 食物経口負荷試験（オープンチャレンジ法） 

 卵、乳、小麦のOFCは、日本小児アレルギー学会のガイドラインに従って行

われた37)。OFC は、20分加熱ゆで卵白、牛乳、ゆでうどん（タンパク質含有量：

11.3％、3.3%、2.6%）を用いたオープンチャレンジで行った38)。患者の病歴や

年齢などから目標とする総負荷量を設定し、4～6回に漸増分割して20～30分間
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隔で摂取した。典型的な増量パターンは、1g、2g、5g、10g、20gであるが、強

い症状が予測される症例には0.5gを追加して最終負荷量を10gに設定するなど

の配慮を行った（図６）。 

 誘発症状のグレード分類は、食物アレルギー経口負荷試験ガイドライン2009

に記載されたSampsonのグレード分類改訂版39)に基づき、グレード1以上を陽性

として摂取を中止し、必要な対症療法を行った。 

 

1.3. 食事指導の対象者と摂取開始量の決定 

 OFC の結果に基づいた摂取開始指示量は、症状が誘発された最終負荷量と誘

発症状のグレード分類 39)に基づいて設定した。負荷陰性者に対しては、最終負

荷量から摂取を開始する指導を行ったが、本研究では解析の対象としていない。

Grade1 なら最終負荷量から 1 段階、Grade2 なら 2 段階、Grade3 なら 3 段階

減量した摂取指示量とした。例えば、最終負荷量 10ｇでグレード 2 の症状が誘

発された場合、摂取開始量は最終負荷量から 2 段階減らした 2g となる（図７）。

この基準で設定された摂取開始指示量は、鶏卵アレルギー2g：66 人、5g：45

人、10g：18 人、牛乳アレルギー2g：44 人、5g：22 人、10g：17 人、小麦ア

レルギー2g：20 人、5g：21 人、10g：18 人であった（表３）。 

 

２. 指導方法 

2.1. 摂取食品の調整 

OFC 後に自宅摂取を開始する時には、安全性確保とアレルゲン含有量の誤差

を避けるために、負荷試験で使用したゆで卵白、生牛乳、ゆでうどんを直接計

量して摂取することを基本とした。ただし、継続的な摂取ができるよう、鶏卵

の場合は下記のように調理指導したいり卵、薄焼き卵を、牛乳ではタンパク質

含有量が牛乳とほぼ同等のヨーグルトも、摂取食品として許可をした。 

鶏卵の場合は、加熱温度・時間によるアレルゲン反応性の低下を考慮し、よ

り安全性が確保できる調理法から始めることが重要である 40)。均等な加熱調理

を実行するために、ゆで卵は沸騰してから 20 分間の加熱、いり卵は泡立て器

で攪拌しながら 2 分間炒り上げる、薄焼き卵はしっかり攪拌し、加熱面積を増

やすためにフライパン一面に広げ、両面しっかり焼くといった手順を、写真つ

きの指導箋を用いて説明した（図８）。 

摂取量の計測方法としては、ゆで卵白として出された指示量を卵黄も含めた

加熱全卵に換算し、さらにいり卵と薄焼き卵では加熱による水分喪失で重量が

約 40%減少することを計算して、実際の摂取量を指導した（図９）。 
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牛乳は、加熱による低アレルゲン化を認めにくいため、計測指導に重点を置

いた。10g(ml)以下の牛乳計測はシリンジで、ヨーグルトはデジタルスケール

（最小 0.5g）を使用して計測した。使用するヨーグルトは、牛乳と同程度のタ

ンパク質含有量の商品に限定した（図１０）。 

 小麦は、負荷試験で使用したゆでうどんを使用し、デジタルスケールで計量

するよう指導した。摂取量が少ない間は、計量したうどんをラップで包んで冷

凍保存し、再加熱して摂取することも許可した。なお、小麦を含む調味料（し

ょうゆ、味噌、酢）や麦茶は、原則として小麦除去中から使用を許可している。 

 手軽さ、利便性、おいしさなどから得られる継続性も考慮し、簡単に作れて、

食べやすいレシピを考案した。アレルゲンに対する恐怖心や、食べた経験がな

い、味が嫌い、などの理由で「食べたがらない」子どもが多かったため、食べ

やすさやマスキング（見えなくすること）が得られるレシピの提供を行った 

（図１１）。 

 

2.2. 食物日誌の記録・症状誘発時の対応 

 自宅での摂取状況を確認するため、摂取した日時と摂取食品、摂取量、症状

の有無を食物日誌に記録してもらい、外来受診時に確認した（図１２）。 

負荷後初回外来までは、湿疹の悪化など慢性症状への影響を確認するために、

隔日摂取とした。安全性を考慮して体調不良時は摂取を一時中断し、回復後少

量より再開とした。また、摂取後１時間は運動や入浴を制限した（図１３）。 

保護者には、摂取日時、摂取量、誘発症状の有無と内容について食物日誌に

記録するよう指導した。誘発症状を認めた場合、口腔内違和感や口元の小さな

紅斑といった軽微な症状に対しては消失を待ち、蕁麻疹や軽い咳などに対して

はあらかじめ処方した抗ヒスタミン薬内服や気管支拡張薬の内服又は吸入、そ

れ以上の症状が見られた場合は病院に受診するなど、患者に応じた対応方法に

ついて指導を行った(図１４)。 

 

2.3. 継続的に摂取量を増やす指導 

定期的な外来受診（2～3ヶ月毎）にて、食物日誌及び問診により安全性が確

認されれば、主治医より増量計画が指示された。増量の原則は、一定量を摂取

継続中に、症状なく5～10回食べられることが確認できれば、10〜20%ずつ増や

すこととした。問題なく増量ができている対象者には、アレルゲン食品そのも

のを料理に使用することも許可した。軽微な誘発症状を感じる場合は、同量の

摂取回数を適宜増やして安全性を確認した上で増量の判断をするように、保護

者に指導した。明らかな誘発症状を繰り返す場合は、症状を認めない量に減量

して摂取を繰り返した後に、再度増量を試みた。摂取時に感じる口腔内の痒み
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や違和感、稀に経験する口周囲の発赤など軽微な症状のために、継続的な摂取

や増量に不安を感じる症例もある。その場合は、必ずしも摂取や増量を強制せ

ず、違和感なく摂取できる調理方法や加工食品の工夫をして、まずは少しでも

食生活を広げることを優先した。 

 経過中に明らかな誘発症状を認めなくても、患児や保護者の不安が強くて増

量できない一部の症例については、外来での試験摂取や、量を増やした経口負

荷試験を行って増量の安全性を確認した上で、増量を継続する指導を行った。 

 

2.4. タンパク質量換算による加工食品の摂取指導 

食物アレルゲンは、食物中のタンパク質である。適切な食事指導を行うため

には、この原則を明確に認識することが最も重要な第一歩となる 41)。 

摂取可能な量を他の食品に応用する場合、単一な成分からなる食品について

は日本食品成分表 42)のタンパク含有量を参考に換算摂取ができる（表４）。例

えば、牛乳（普通牛乳）はタンパク質を 3.3%含有するが、脱脂粉乳は 34%と

牛乳の約 10 倍濃度のタンパク質を含有する。従って、脱脂粉乳 1g は、牛乳約

10g(ml)に相当する。バター（0.6%）はタンパク質含有量が少なく、逆にプロ

セスチーズ（22%）は牛乳の約 7 倍濃度のタンパク質を含有する。 

こうした違いを保護者に理解してもらい、安全に食べられる量や、使用でき

る食品の幅を広げることを指導した。実際には、保護者の理解度に応じてわか

りやすい換算式を取り入れ、換算量を写真付きの資料で紹介することにより、

食品の種類や量が把握できるように指導した（図１５）。 

 

2.5. その他の加工食品や料理への摂取指導 

安全に摂取できるアレルゲン量が確認されたら、それを超えない範囲で市販

加工食品の摂取や料理への使用を許可した。加工食品に含有するアレルゲン量

は食品メーカーに問い合わせて確認し、調理に使用されるアレルゲン量はモデ

ル料理を繰り返して確認した。 

鶏卵を例にすると、ゆで卵白2g以上摂取できれば、クッキー1枚、ウインナー

1本、ロールパン1個など、5g以上では、コロッケ1個、中華麺1玉、10g以上で

は、フライ衣、ハンバーグ1個、20g以上では、カステラ１切れ、ケーキ１カッ

トなどの摂取を許可した（図１６）。 

 

2.6. 医師と管理栄養士の連携体制 

定期的な外来受診は、患者の必要度に応じて１〜３か月毎に行った。診察に

は常に栄養士が立ち会い、診察前に食物日誌に基づいて指示された摂取ができ

ているか、誘発症状の有無、保護者の心配事や質問などを整理して主治医に伝
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えた。主治医は、診察を行って、その後の摂取回数や増量を含めた摂取プラン

を保護者に指示し、栄養士はそれを受けて再度具体的な食事指導を行った。こ

のような医師と栄養士が常に連携することにより、適切な指導と診療の効率を

図った。また、保護者が摂取継続や増量の判断に迷う場合は、いつでも栄養士

が電話対応できる体制を整え、状況に応じて次の外来受診まで摂取の中止又は

減量を指示した。 

 

2.7. 完全解除に向けた仕上げ指導 

継続的な定量摂取で主食、主菜となるような一食量にまで到達していること

が確認されれば、日常の食生活の中で一般的な食べ方ができるよう指導した。

鶏卵であれば加熱レベルを徐々に落とす指導をし、プリン、茶碗蒸し、マヨネ

ーズなどをステップごとにチャレンジしてもらった（図１６）。牛乳であればシ

チュー、ピザ、グラタンなど、小麦であればルゥ、パスタ、パンなどいろんな

食べ方ができることを実感してもらった（図１７）。 

摂取後に運動するとアレルギー症状が誘発される場合があるため、食後の運

動に伴う症状の有無を確認しながら、完全解除へ向けた指導を継続した。 

 

2.8. ゴール設定  

本研究における到達目標量は鶏卵1個（全卵50g）、牛乳200g(ml)、ゆでうどん

200gとした。また量的なゴールのみでなく、質的なゴールとして、鶏卵は卵と

じ、茶わん蒸し、プリンなど低加熱料理を、牛乳は、チーズを使ったグラタン、

ピザなどを、小麦は、パスタや焼きそばなど小麦タンパク含有量の多い小麦製

品を主食として一食量摂取できることを目標とした。 

量、質ともにクリアできたら、摂取後の運動誘発のないことを確認し完全解

除とした。 

 

2.9. 給食の解除指導 

園・学校給食の除去解除は、家庭で抵抗なく安全に食べられることを何度も

再現してから行うことを原則としている。各園・各学校のアレルギー給食対応

レベルは、調理場の能力や環境によって異なる 43)ため、アレルゲンを含有する

献立をどこまで摂取できるかについては、保護者と施設側の密接な協議が必要

である 44)。 
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園・学校に提出を求められた診断書や学校生活管理指導表には、確認できて

いる摂取許容量を明記した上で、提供された給食メニューの原材料配合表を分

析して摂取許可できる献立を具体的に選択するアドバイスなどを行った。 

 

３．データ収集 

 全ての対象者に対し、指導開始後から２年を過ぎた時点までの調査を継続し

た。指導開始後6、12、18、24か月時点における家庭での摂取量を、食物日誌お

よび問診によって確認した。経過中に目標量（鶏卵1個、牛乳200g(ml)、ゆでう

どん200g相当）に到達してフォローを終了した患者は、そのまま目標量到達者

として評価した。目標量到達しても、その後の摂取量が減少してきた場合は、

その時点での摂取量を評価した。 

 経過中に転居などの客観的理由で受診が中断された例は、その時点で分母か

ら除外した。一方、経過中に受診が中断された例、完全除去に戻った例、摂取

量が 5g 未満である例は、脱落(drop out)として評価した。 

 

４.  倫理的配慮と説明同意 

 本研究は、あいち小児保健医療総合センターの倫理委員会の承認を得て実施

され、経口負荷試験から食事指導の実施については全対象者から書面による

informed consent を取得して実施した。 

 

５． 統計解析 

 統計解析は SPSS Ver.19 を用いて χ2検定及び Fisher の直接確率検定、

Mann-Whitney U 検定、Wilcoxon Rank Sum 検定を行った。いずれも、p<0.05

を有意水準とした。 

 

６．結果 

6.1. 2年後までの摂取到達量 

 本研究の指導により2年後までに完全解除または目標量に到達した人数割合

を、図１８に示す。1年後、および2年後の目標量到達（累積達成）率は、鶏卵

で1年後 29.5％、2年後 49.6%、牛乳で1年後 4.8%、2年後 42.2%、小麦で1年

後 20.3%、2年後 71.2%であった。 

 一方、脱落率は、鶏卵で1年後 23.3%（30/129人）、2年後 24.8%（32/129人）、

牛乳で1年後21.7%（18/83人）、2年後 18.1%（15/83人）、小麦で1年後 6.8%（4/59

人）、2年後 5.1%（3/59人）と、経過と共に、徐々に摂取量が増えることで、脱

落人数は低下した（図１８）。脱落者には、予定された受診の中断、完全除去に

戻った者、摂取は継続しているが摂取量が5g未満である者が含まれる。指導開

始6Mの時点では、5g未満に留まっている患者が多くを占めていたが、12M時以
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降になると、診察中断者が増加した。完全除去へ戻った人数に変化はなかった。

また、牛乳5g（ml）未満者のほとんどが、牛乳の定量摂取ができず、食パンの

みを摂取継続していた（図１９）。 

日常の食生活の中で、加工食品はほぼ制限なく摂取できるレベルとして、1/4 

量到達率を評価した。1年後及び2年後における到達率は、鶏卵60.5/66.7%、牛

乳38.6/68.7%、小麦61.0/86.4%であった（図２０）。 

  

6.2. 摂取開始指示量（2g と 5g 以上）の違いによる 2 年後の到達率 

 摂取開始指示量の違いによる2年後までの到達率を、図２１に示す。鶏卵アレ

ルギー2g摂取開始者は2年後で40.9%、5g開始者は58.7%の人が到達していた。

同じく、牛乳アレルギーは、2g開始：31.8%、5g開始：53.8%、小麦アレルギー

2g開始：54.5%、5g開始：76.9%であった。鶏卵、牛乳において5g以上の摂取開

始群に高い到達率を確認した。（統計解析：χ２検定） 

 2年後の脱落率は、鶏卵アレルギー：2gで31.8%、5gで17.5%、牛乳アレルギ

ー：2gで25.0%、5gで10.3%、小麦アレルギー：2gは9.1%、5gで2.6%であった。

脱落者の多くは、鶏卵、牛乳アレルギー児2g開始者の6M調査時に多く見られ、

摂取開始時における継続性の低さを認めた。しかし、2年後の脱落率に2gまたは

5gの開始量の違いによる差はなかった。（統計解析：χ２検定） 

 

6.3. 摂取開始時年齢（3歳未満と3歳以上）の違いによる2年後の到達率 

 摂取開始時年齢（3歳未満と3歳以上）による到達率の違いを図２２に示す。2

年後到達率は、鶏卵アレルギー3歳未満58.3%、3歳以上42.0%。牛乳アレルギー

3歳未満61.1%、3歳以上27.7%、小麦アレルギー3歳未満79.5%、3歳以上55%で

あった。鶏卵、牛乳アレルギーの2年後の到達率に摂取開始年齢（3歳未満と3歳

以上）による差を認めた。（統計処理：χ２検定） 

 2年後の脱落率は、鶏卵アレルギー3歳未満18.3%、3歳以上30.4%、牛乳アレ

ルギー3歳未満2.8%、3歳以上29.8%、小麦アレルギー3歳未満5.1%、3歳以上5.0%

であり、2年後の脱落率は、牛乳アレルギー患者において開始時年齢による差を

認めた。（統計処理：χ２検定） 

 

6.4. 指導前後における体格の改善 

 食事指導による栄養状態、成長発育を評価するため、指導前後の身長・体重

を、該当する月齢における標準偏差（SD）スコアを用いて解析した（表５）。指

導前後のデータが揃った鶏卵：72人、牛乳：64人、小麦：40人を解析対象とし

た。 

 身長のSDスコアについて、牛乳アレルギーでは有意な変化がなかったが、鶏

卵（p<0.01）と小麦（p<0.05）は有意に改善した。中でも、指導前の身長が標
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準範囲から外れる-2SD以下の対象者（鶏卵：6人、牛乳：1人、小麦：2人）に

ついて指導（2年）後のSD値推移を解析したところ、有意な身長の伸びが確認

できた（図２３）。 

 体重のSDスコアは、いずれの食品においても有意な変化を認めなかった。 

 

6.5. 安全性の確認 

 症状報告のほとんどが、口腔内違和感、口周囲紅斑、AD（痒み）悪化などの

軽微な症状であった。抗ヒスタミン薬内服、稀には吸入する程度の呼吸器症状、

一過性の腹痛も報告されているが、保護者によって記載する程度が異なるため

解析するに値しかった。 

 エピペン使用報告はなく（0件）、強い症状による緊急受診は、鶏卵：3件、乳：

1件、小麦：2件にみられた。その内訳は、鶏卵完全解除前の低加熱料理摂取後

の蕁麻疹、呼吸苦、摂取後の運動誘発による蕁麻疹、咳、定量指示を逸脱した

蕁麻疹、咳であった。 

 

 

6.6. 特異的 IgE 抗体価の推移 

 食事指導を行った患児の鶏卵、牛乳、小麦特異的 IgE抗体価を、OFC前（Pre）

と負荷 2 年後（Post）で比較した。2 年後の到達レベルによる抗体価の変化は、

解除（目標量到達）群と未到達（5g 以上目標量未満）群に有意な抗体価の低下

をみとめた。しかし、脱落（中断、5g 未満）郡においては抗体価に変化はなか

った（表６）。 

開始時年齢別による 2 年後の抗体価の変化は、3 歳未満、3 歳以上共に、有

意に低下していた。また、開始量別による 2 年後の抗体価の変化も、2g 開始群、

5g 開始群共に低下していた。（表７） 

(統計解析：Wilcoxon Rank Sum test) 

 

6.7. 料理や加工食品への応用と食生活の改善 

食事指導開始当初は鶏卵、牛乳、うどんを直接計量して摂取することを中心

に指導したが、鶏卵 1/4 個、牛乳 50g(ml)、うどん 50g を越える頃からは加工

食品や様々な料理への応用を目指した指導を行った。 

日常診療における食事指導の中では、鶏卵 15g（1/4 個）以上の症例では、

フライ衣やハンバーグ、ホットケーキなど卵を直接料理のつなぎに使用してい

る様子や、牛乳 50g(ml)以上では、パンや菓子類（チョコレート）、うどん 50g

以上では、ギョウザ、フライ衣、菓子類を、定量摂取とは別に、さらに付加し

て食べている報告が得られた（図２４）。 

しかし１年後に摂取量が増えていても、最初に指示されたゆで卵白、牛乳を
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直接摂取させることしかできない保護者も認められた。こうした家庭では、家

族も含めた除去が続いており、食生活に変化がなかった。その理由として、食

事指導した食品以外にも除去食品が多く、料理や加工食品への応用が難しいこ

とや、除去食の必要な兄弟がいる、除去食生活の長期化から過去にアレルゲン

であった卵、牛乳、小麦を調理に使用する習慣を失っている、食後運動誘発予

防のため、食べる時間が限られてしまう、調理に使用するとかえって味を好ま

ない、といった声も多く聞かれた。特に、年長になってようやく解除が進んだ

子どもたちから、卵や牛乳は「まずい」「食べたくない」という声が多く聞か

れた。 

解除へ向けた仕上げとして、給食メニューの自宅での再現が行われるが、実

際には、保育園など、柔軟な除去対応をしてもらえている現状では積極的に挑

戦せず、園で除去を継続するといった例もみられた。また、調理が面倒、食べ

させるのが怖いなどの理由で、自宅では実施せず、園や学校では食べさせよう

とする保護者もみられた。 

 

７．考察 

7.1.  食事指導と経口免疫療法の定義 

本研究における対象者は、図５にあるように当科でOFCを実施した患者の約

22%に過ぎない。負荷陰性者では、最終負荷量が1〜20g以上と幅があり、その

中で2g以上摂取開始できる患者には原則として同じ食事指導を行っているが、

今回の解析対象とはしていない。 

残る負荷陽性者はより重症であり、完全除去の継続、又は当科における経口免

疫療法のプログラムに参加する対象者となっている。従って、本研究の対象者

は、当科に受診するFA患者の中では比較的軽症者、あるいは過去に何度もOFC

を繰り返し、ようやく耐性獲得の可能性が出てきた段階の患者を捉えたものと

いえる。 

このように、OFCで確定されたFA患者を対象にアレルゲンの定量摂取を開始

することを、経口免疫療法と定義するか、一般診療における計画的な食事指導

と位置づけるかについては、世界及び日本国内でコンセンサスが得られていな

い45）。我々は、今回の研究について、 

1. 対象者の重症度は、日本では従来から「少しずつ食べてみる」ことを指導し

ていたレベルであり、経口免疫療法の対象とはならないレベルの軽症〜中等

症患者である。 

2. 対象とした患者は当科でOFCを実施した全症例を背景としており、特別な研

究計画の目的でリクルートしたものではない。 

3. 定量的な摂取プランを提示するが、摂取量及び摂取頻度を完全に規定するも

のではなく、患者が実生活の中で実践できた成績を評価している。 



15 

 

4. アウトカムも、経口負荷試験によって医学的な摂取可能閾値量を評価したも

のではなく、実生活のなかで患者が達成した摂取量を評価している。 

5. 経過の途中から、加工食品を含めてできるだけ食生活にアレルゲンを取り入

れることを進めており、医学的な耐性獲得と同時に、アレルゲンから解放さ

れた日常の食生活を取り戻すことを重視している。 

6. 耐性獲得と一過性の脱感作を鑑別するために、一定期間アレルゲン除去をし

てから経口負荷試験を行う手順46）をとっていない。 

などの点で経口免疫療法ではなく、FAの診療における食事指導の成績を示した

ものと考えている。 

 

7.2. 解除指導法の評価 過去の食事指導方法との比較 

 解除食指導の妥当性は、本来であれば対照群（コントロール群）と比較して

アウトカムを評価すべきであるが、本研究では倫理的配慮から行っていない。

筆者らはすでに既報において、解除食指導１年目の成績を、過去の指導方針と

比較するhistorical control群と比較したCase-control studyとして報告してい

る 47,48,49)。 

 その結果では、1 年後の対象者（鶏卵：39 人、牛乳：31 人、小麦：35 人）

の摂取量の中央値は、コントロール群（鶏卵：39 人、牛乳：31 人、小麦：37

人）に比べ、鶏卵、小麦で多く、有意差が見られたが(p<0.05, Mann-Whitney U 

test)、牛乳では差はなかった（図２５）。また、対象者には摂取開始時の少量

で留まっている患者は少なく、到達目標量に至った人数には違いがないが、解

除へ向けた定量、増量が継続できていた（図２６）。 

 従って、本研究における定量的な解除指導は、従来の「加工品を少しずつ食

べる」という漠然とした食事指導よりも有効であると思われた。 

 

7.3.  早期に摂取を開始することの意義 

FA児に対して、幼児期から一律に完全除去を継続するのではなく、安全性が

確保できる範囲内で、早期に摂取を開始することには、多くのメリットがある

と思われる。 

本研究における対象者の多くは、今回のOFCに至るまで原則としてアレルゲ

ンを完全除去する生活を送ってきている。中には過去の誤食事故で強いアナフ

ィラキシーを経験した者もいれば、原因食物を未摂取のまま除去を継続してき

た患児も含まれる。 

このような患児の背景を考慮すると、除去食生活の長期化は、単なる栄養的問

題ではなく、患児及び保護者に対して、アレルゲンが悪者といったイメージの

固執や、食経験、食教育の乏しさを生じている。これを証明するものとして、

OFC時の年齢を3歳未満と3歳以上での到達率と脱落率を調査してみた（図２２）。
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やはり、除去食が長期化している3歳以上群が3歳未満群と比較して到達率が低

く、脱落率は高い結果であった。 

本研究の調査中、指示された通りの純粋なアレルゲン摂取は実施できても、不

安感や恐怖心からアレルゲンを使った調理ができない保護者、アレルゲンを含

む料理が摂取できない患児が少なからず存在した。その点で、少量のアレルゲ

ン摂取を、医師から直接指示された食品で進めることで何とか実現できるケー

スも存在した。逆に、アレルゲンを直接摂取することができず、アレルゲンの

含有を認識しにくい加工食品を主として利用するケースも存在した。 

 

7.4.  全般的な安全性の評価 

本研究全体を通して、指導された方法を守って摂取した場合の緊急受診を必

要とするアレルギー症状の誘発は2件に留まり、安全性として許容できるレベル

であると評価した。これは、外来での定量摂取を常に管理栄養士がモニタリン

グし、患者の過去の重症度や摂取時の不安定さを考慮して、増量ペースや増量

幅を細かく調整した成果と思われる。 

症状が誘発された事例の中には、摂取指示量の逸脱や加熱調理方法の誤り、

摂取後の運動や入浴、体調不良時の摂取などに伴う場合があり、あらかじめ注

意喚起しておくことの必要性は明らかであった。体重が15kg未満の症例にはア

ドレナリン自己注射薬を処方していないが、症状誘発時の内服薬や緊急対応の

手段については、常に指導が必要である。特に、過去にアナフィラキシー歴の

ある症例に対する指導は、経口免疫療法に準じた注意を払って進めることが求

められる。 

 

7.5.  摂取開始から初期の増量に関する評価 

今回の食事指導の結果、2年後に解除又は目標量到達に至った対象者は、鶏

卵：49.6%、牛乳：42.2%、小麦：71.2%であった。この成績は、対象者の中に

は自然免疫獲得者が一定数含まれているにも関わらず、より重症者を対象とし

て行った経口免疫療法の成績50)と比較すると、むしろ劣っている。その理由は、

経口免疫療法が特別に意欲の高い患者を対象として、強制力を持ってアレルゲ

ン摂取を進めている事に対して、本研究では患者の意欲による選択を行わず、

摂取方法を示しながらも結果的には患者の主体性に応じた摂取を認めていると

いった違いによるものと考える。 

しかし、対象者を2g開始者と5g以上開始者で比較すると、2gにおいて目標量

到達率が低く、脱落率が高いことが明らかであった。特に鶏卵・牛乳の2g開始

者では、指導開始6か月時点ではまだ増量に至っていない例が多く見られた（鶏

卵：28.7％、牛乳：27.7%）。その理由は、危険を伴う強い誘発症状ではなく、

口周囲の軽微な発赤などに対する不安や、本人の摂取拒否が主なものであり、
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その不安感が減って増量が軌道にのるまでに時間が必要であることを示唆して

いた。 

 急速経口免疫療法では、この時期を入院管理下で過ごし、わずか数日で乗り

越えることになる。従って、本研究の対象者に対しても、数日間の入院増量期

を設けることによって、解除の進行を半年程度短縮できる可能性がある。 

 

7.6. 診療における管理栄養士の役割 

 本研究でのアレルゲン食品を直接用いた解除指導は、比較的軽症のFA患者を

対象とし、多くは指導した食品を安全に摂取して、特異的IgE抗体価も上昇させ

ることなく、自宅で計画的に増やすことができた。また、2gといった少量の指

示量であっても安全に摂取を開始することができた。 

指導形態としては、摂取量や増量プランを医師が指示し、具体的な食べ方は

管理栄養士が指導する、といった業務分担がスムーズに行えた。特に、管理栄

養士が果たす役割として、摂取状況の確認が重要である。限られた診療時間内

では患児、保護者が医師と充分に話ができず、うまく伝えられない場合もある。

管理栄養士は患者と医師との接点となって、聴取した情報を整理して医師にフ

ィードバックすることで、診療の効率を上げることができた。診療後の食事指

導では、医師の指示をかみ砕いて説明することで、より患者に身近な立場から

保護者の不安を軽減し、食生活を楽しむための支援を行うことができた。 

 

7.7. 解除の段階に応じた食事指導の要点 

解除の開始時には、指定された食品のみを定量的に食べるといった安全性を

評価する期間がある。増量が進み、アレルゲンを一般的な食品や料理として摂

取できるようになるまでは、日々、薬のように食べ続ける必要がある。この期

間は、誘発閾値を安全に超える下地作りともいえる。従来の食事指導では、こ

の段階を通過できないために解除が始められない場合が多かった。それを乗り

越えて症状なく継続できた患児、保護者は、指定食品以外の摂取が許可される

と、初めて食べる喜び、今後の意欲、期待感を感じることができる。 

解除指導とは、アレルゲン定量摂取＋加工食品や料理の解除で成り立ってお

り、除去していた食品を“食べても大丈夫”といった安心感と、食育として「お

いしく食べる」「みんなで食べる」「楽しく食べる」といった食環境も同時に教

えていく必要がある。これには保護者の理解とスキルが不可欠であり、決めら

れたアレルゲン量をどのように料理に応用、展開し、おいしく食べさせること

ができて、摂取頻度を増やすか、また、日常的に保護者自身が除去していた食

品を躊躇することなく使うことができるか、が解除を進める上で重要なポイン

トとなる。 
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7.8. 脱落者の診察中断理由 

 脱落者の割合は指導経過に伴い徐々に低下したが、定量摂取が継続できない

児で、指導開始 12M 以降から継続受診が中断されることが増えていた。 

 OFC 直後から受診が中断された者（鶏卵：7 人、牛乳：4 人、小麦：3 人）

には、比較的低年齢児が多く、解除への意欲が低かったことが示唆された。 

 また、鶏卵や牛乳アレルギー児において、一定の加工品が食べられた後に受

診中断した者は、定量摂取が継続できず 5g 未満の対象者であり、患者個々の

ニーズの違いを感じた。 

 一方、アレルゲン摂取による強い誘発症状が原因で中断した症例は、鶏卵摂

取後に緊急受診した 1 例のみであった。 

 

7.9. 栄養状態、成長発育の評価 

 本研究の解除指導により、鶏卵・小麦アレルギー患者において、身長の SD

スコアが有意に改善した。しかし、栄養状態の改善で最も注目すべき牛乳アレ

ルギー児においては、有意差がみられなかった（表５）。 

 これは、成長を促進した主な要因が、アレルゲン食品の解除そのものやカル

シウムという特異的な栄養素摂取量の改善のみでなく、外来で行われている総

合的な食事指導の成果であるとも推察できる。中でも、指導前に身長-2SD 以

下であった児（n=9）を対象とした SD 値には、大きな改善が見られた（図２

３）。解除指導に限らず、管理栄養士が行っている栄養・食事指導の重要性を感

じることができた。 

 

7.10. 解除が進まない症例の問題点 

本研究中に、解除が進まない症例も経験した。アレルゲン食品そのものの摂

取に抵抗感を持つ患児は多く、含有量の少ない「加工品程度の摂取で満足」と

いう声や、摂取量が増えてくると「手作りが面倒」「作っても食べてくれない」

などの声が聞かれた。このような要因が、最終的に完全解除まで至らない、患

児、保護者の意欲低下に繫がっていた。 

厳格な食物除去を長年続けていた患児では、もはや食物経口負荷試験の挑戦

も望まない傾向もある。負荷をしたとしても恐怖感や違和感などから腹痛・か

ゆみなど本人にしか分からない症状（主観的症状）を訴え，判断できないこと

がある。過去につらい症状を経験してきた食べ物に対する心理的トラウマから、

患児にとっては「アレルゲン＝食物でない」と捉えられている印象すらうける。

以上の経験から、より早期に介入し、正確な診断のもと、少量でも摂取を試み

ることの重要性を痛感する。それは、食事指導ではなく、経口免疫療法を含め

た「治療」の枠組みとして取り組むべき課題かもしれない。 
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7.11. 最終到達量の限界について 

今回の指導の結果、2年後までに目標量に到達しない患者も多く残されていた。

食品別には、鶏卵と牛乳はその割合が多く、小麦では少ない結果であった。 

鶏卵と牛乳で目標量到達に至らない患児の多くは、1/4目標量で留まっていた

（図２０）。鶏卵1/4個、牛乳50g(ml)というレベルは、明らかな鶏卵料理や牛乳

製品を食べなければ、加工食品については制限なく食べられる量であり、ハン

バーグ、ホットケーキなどの料理へも応用しやすい量であると言える（図２４）。

小さい頃から摂取経験なく育ってきた患児たちは、鶏卵・牛乳料理を必ずしも

好まず、敢えてそれを直接食べたくないと思っていることが多い。その意味で

患児自身は、その到達量に満足しており、日常生活にも困っていない。 

小麦については、そうした嗜好が入りにくい食品であるために、最終的な目

標量到達率が高かったと考えられる。 

 そのような患児の気持ちの中には、過去に経験した誘発症状へのトラウマや、

万一発生するかもしれない症状への警戒心が残っていることを忘れてはならな

い。中には、軽微な口腔内の違和感のために、大量摂取の限界を自己判断して

いる場合もある。 

 

7.12. 除去食解除のゴール設定 

完全解除の判断基準として、多くの患児や保護者が期待する量的なゴール設

定は、給食を安全に全量摂取できることである。しかし、そのためには特に牛

乳、小麦の給食ハードルは高く、アレルゲンを含有するメニューの組み合わせ

（牛乳＋パン＋シチュー、カレー＋ソフトめんなど）によっては、牛乳 400g(ml)

以上、うどん 300g 以上一度に摂取できなくてはならない。しかし、自宅での

解除基準となると、必ずしもそうではない。 

卵は、量的に、つなぎ料理や加工食品として摂取するには 1/2 個相当食べら

れれば十分であり、質的には、加熱を緩めた、プリン、マヨネーズ、卵とじな

どが食べることができればよい。 

 しかし、目標量に到達しない患児・保護者の気持ちを踏まえて、解除指導で

重要なことは、単なる量的解除ではなく、過去にアレルゲンであった食物を「悪

者にしない」、アレルゲンを含む食事全体を、おいしく楽しく食べられる生活を

取り戻すことである。そのことが解除への意欲となり、抵抗感なく摂取できて

こそ、はじめて真のゴールというべきであろう。医学的な評価を中心とした経

口免疫療法の成績も、対象者が日常の食生活をどのように取り戻していくか、

という点まで評価することが重要な視点になると思われる。 

 こうした目標を患児・保護者と共有していくためには、医師だけでなく、栄

養士が患者の気持ちと食生活に寄り添って指導することが、極めて大きな力と

なる。食物アレルギーの解除指導における、栄養士の果たすべき役割はますま
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す重要となっていくであろう。 

 

7.13. 食事指導のゴール設定 

食事指導のゴールは、いずれも保護者のみでなく、患児自ら何を望むか、ど

のような生活をしたいか、意見を聞き、一緒に決めるべきである。 

牛乳は、100g(ml)相当摂取できれば、パン、シチュー、チーズなど、ほとん

どの乳加工品、料理が摂取できる。また牛乳は、200g(ml)以上飲めても直接大

量摂取することを好まない患児が多く、心理的な事情を考えると、必ずしも通

常の 1 食摂取量 200g(ml)を目指す必要もない。一方で、皆と同じ給食を食べる

こと、栄養面でのカルシウム充足率を考えると、牛乳 200g(ml)以上の摂取が可

能になることが求められる。 

小麦は、主食として摂取できることを目指したい。小麦は他の食物に比べて、

使用頻度が高く、摂取を嫌がる患児も少ない。しかし、パスタやパンを好きな

だけ食べるためには、うどん換算で 400g 近いタンパク質摂取量の安全性を確

認しておく必要がある。 

食事指導を終了するポイントとして、「安心して食べられる」＝年齢相当の１

食分を食べても症状が出ない、と確認されていることが望ましい。一方、「自由

に食べてよい」というと、「食べない」方向に戻ってしまうことが多いため、「意

識的に一定量を食べる」ことの継続は必要である。こうしたゴールをどこに設

定するのかについては、患児の個別性に配慮することになるが、管理栄養士と

しての最低限のコンセンサスとしては、家庭外での集団生活において容易な対

応（単品除去・代替）で問題なく過ごせるレベルを維持してもらいたい。 

 

８．結語 

本研究の除去食解除指導は、OFC 陽性者であっても安全に解除へと進めること

ができ、患児、家族へ食生活の変化をもたらした。これは、OFC により重症度

を明確に判定し、経口免疫療法の対象には至らない、比較的軽症な症状陽性者

を選定したからである。そのような耐性獲得が遅延している患児に「食べられ

る範囲」指導することは、「アレルゲンへの拒否感」「症状誘発への恐怖感」の

早期克服に寄与し、食生活 QOL の改善をもたらすであろう。今後、食物アレ

ルギー児への解除指導は、患児個々の重症度や心理的な質的耐性獲得も考慮し

ながら行うよう心がけたい。多くの子どもたちに対して安全に、楽しく食べて

いけるような解除指導について、さらに研究や工夫を積み重ねて、多くの施設

で実施できる方法を確立していきたい。 
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第Ⅰ章 図表集 
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研究Ⅱ．鶏卵・牛乳アレルギー児における除去解除後の食生活実態調査 

1. 対象および方法 

1.1.  対象者 

対象者はすべて、経口負荷試験陽性又は明らかな即時型アレルギー症状があ

り、かつ特異的 IgE 抗体陽性で確定診断された鶏卵又は牛乳アレルギーの既往

を持つ患児である。これらの患児に対して、経口負荷試験の結果から定量的な

除去解除指導を行い 47～49､51)、平成 25 年 5 月から 12 月までの外来受診時に完

全解除の許可が出された 38 名を、本研究の対象とした（表８）。なお、第Ⅰ章

で述べたように、小麦アレルギー患者における完全解除到達率の高さと、小麦

除去中では加工品の解除が困難である理由から、本研究時に小麦アレルギーを

持たないことを条件とした。 

性別は男児 25 名、女児 13 名、調査時点の月齢中央値は 51 か月（23-144 か

月）、未就園児 5 名、保育園・幼稚園児 25 名、小学生 8 名であった。 

他のアレルギー疾患合併は、ステロイド外用薬を必要とするアトピー性皮膚

炎 19 名、気管支喘息 5 名であった。アナフィラキシー既往のある者が 7 名含

まれていた。 

その他合併する食物アレルギーとして、果物 4 名（口腔アレルギー症候群を

含む）、ゴマ 2 名、甲殻類 2 名、軟体類、貝類、魚卵、ピーナッツ、そば、山

芋各 1 名であった。小麦アレルギーの既往は 16 名にあり、いずれも本研究前

に完全解除されていた。 

なお本稿では、牛乳アレルギーの既往がなく、鶏卵アレルギーが完全解除に

至った 16 名を「鶏卵アレルギー児」、その逆の１名を「牛乳アレルギー児」、

鶏卵・牛乳の両方にアレルギーの既往があっていずれも完全解除に至った 21

名を「鶏卵+牛乳アレルギー児」と呼ぶ。 

 

1.2. アンケート調査（自記式調査法） 

 除去食生活から現在の食生活の変化について、完全解除の指示が出されたお

よそ 3 か月後、家庭、給食、外食、買い物、心理別カテゴリーに分類した 17

項目の自記式アンケート調査を行った（表９）。調査は診察待ちの時間を利用し

て、保護者に記入してもらった。一部の項目（A-4,C-7,C-10,E-15）及び患児本

人（E-14､15）については、栄養士による聞き取り法にて行った。 

 

1.3. 食事調査（写真調査法） 

アンケート回答者の中で食事調査に協力を得られた保護者 21 名（鶏卵アレ

ルギー児 8 名、鶏卵＋牛乳アレルギー児 13 名）に対し、食事記録用紙を配布
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し、料理名、材料名、使用量(g)または目安量（杯、枚、個など）を朝食、昼食、

夕食、間食に分けて、３日間分（連日でなくてもよい）記入して頂いた。市販

加工品はその商品名を、外食は店名、メニュー名を記入して頂いた。さらに、

摂取前の食事を携帯カメラ等で撮影し 52)、当科メールアドレスへ送信してもら

うようお願いした（図２７）。 

 鶏卵、牛乳の摂取量を正確に把握するため、管理栄養士が調査用紙と食事写

真を照らし合わせて、残食なども含めた摂取内容の確認を保護者と行った。加

工品の鶏卵、牛乳含有量は、当科がこれまで集積した情報 53)を参考に換算し、

その他の市販加工品や外食などはインターネット等で原材料情報を検索して評

価した。 

 栄養量の評価は、Microsoft Excel アドインソフト「エクセル 栄養君」を

用いて計算した。牛乳・乳製品除去を行っている食物アレルギー児のカルシウ

ム摂取量は低値 13,54)であるとの報告から、特にカルシウムについて充足率と供

給源を調査した。健常者との食事摂取状況の差異を確認するため「2015 年版 

日本人の食事摂取基準」や「平成 25 年度 国民健康・栄養調査結果」と比較

して分析を行った。 

 

2. 倫理的配慮と統計解析 

本研究は当センターの倫理委員会の承認を受け、調査対象となる保護者に本

研究の趣旨を説明し、同意が得られた家族に調査を依頼した。アンケート及び

食事調査は、自発的な提出をもって同意を得たものとした。統計解析は SPSS 

Ver.19 を用いて χ2検定及び Fisher の直接確率検定、Mann-Whitney U 検定、

Wilcoxon Rank Sum 検定を行った。いずれも、p<0.05 を有意水準とした。 

 

3. 結果  

3.1. 対象者の解除までの経過 

対象者が解除のスタートとなる OFC を受けた月齢の中央値は、鶏卵アレル

ギー児 34 か月、牛乳アレルギー児 32 か月であった。鶏卵＋牛乳アレルギー児

における鶏卵は 30 か月、牛乳 29 か月で、いずれか遅い方の月齢は 59 か月で

あった。 

 解除指導を開始した OFC において、鶏卵アレルギー児 37 名中 17 名は OFC

陽性、20 名は陰性であった。その結果に基づいた摂取開始指示量はすでに報告

したとおり、OFC 陰性者では最終負荷量、陽性者は誘発症状の重症度に基づい

て減量した 47）。その結果、摂取開始指示量の内訳は、ゆで卵白重量として 2g：

16 名、5g：4 名、10g：13 名（うち 1 名：17.5g）、20g：4 名であった。 

 同様に、牛乳アレルギー児 22 名中 15 名は OFC 陽性、7 名は陰性で、摂取

開始指示量は、牛乳換算として 2ml：11 名、5ml：3 名、10ml：5 名、20ml：
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3 名であった（表１０）。 

こうして除去解除指導を開始した患児に対して、定期的な外来診察及び管理

栄養士による食事指導を繰り返し、摂取量を増量した。完全解除を許可する到

達目標量は全卵 1 個、牛乳 200g(ml)以上で、鶏卵では茶碗蒸しや卵とじなどの

低加熱卵料理、牛乳ではピザ、グラタンなどのアレルゲン性の高い食品、料理

が食べられることも確認した。園・学校給食の解除は、給食で提供される最大

量（牛乳 200ml は除く）を家庭で安全に食べられることを何度も再現し、摂取

後に運動しても症状のないことを確認してから許可することを原則とした。 

OFC から完全解除までの所要期間（解除期間）中央値は、鶏卵アレルギー児

15 か月、牛乳アレルギー児 8 か月であった。鶏卵＋牛乳アレルギー児では鶏卵

12 か月、牛乳 18 か月であり、両者のうちで最初に解除指導を始めてから両者

とも完全解除に至る期間は 30 か月、最後に解除された食物は鶏卵 6 名、牛乳

15 名であった。 

 卵白、オボムコイド、牛乳特異的 IgE 値について、除去中の最高値と解除時

の変化を示す。（図２８）卵白 IgE の中央値は除去中最高値：29.1（3.37－100）

UA/ml、解除時:4.9(0.53－86.5) UA/ml、オボムコイド IgE の中央値は除去中最

高値：4.7(0.35-100) UA/ml、解除時：1.3(0.35-32.2) UA/ml、牛乳 IgE 値は除

去中最高値：13.8(0.84－100) UA/ml、解除時：1.5(0.35-94.9) UA/ml と、いず

れも有意な低下(p<0.01)を認めた。 

 

3.2. アンケート調査結果（表９） 

【A-家庭】 アンケートに回答した 38 名中 36 名(95%)は、家族みんなが同じ

内容の食事をとり(A-1)、鶏卵・牛乳を日常的に摂取できていた(A-2,3)。 

しかし、2 名(5％)は子どもだけアレルゲンを抜いた別メニューと回答した（図

２９）。 

【B-給食】 未就園児 5 名を除く 33 名で、通常給食は 20 名(61％)、鶏卵・牛

乳そのものの除去が 10 名(30％)であった。1 名は他のアレルゲン（ごま）があ

るため完全除去が継続されていた(B-5)。ただし、9 名(27％)は鶏卵・牛乳を含

む料理を「時々残す」と回答した(B-6)（図３０）。 

【C-外食】外食時よく利用する店として、回転寿司、ファミリーレストラン、

うどん店、ハンバーガー店などが多く聞かれた(C-7)。本人に食べたいものを自

由に選ばせるという回答は 32 名(84％)から得られたが、詳細に確認すると、店

選びは保護者で、メニュー内容を児に選ばせるとのことであった。 
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「親が決める」と回答した 6 名(16%)の理由は、児の年齢が低いためであった

(C-8)。一方、祖母宅や友人宅など母の管理できない環境下で出されるものにつ

いては、7 名(21%)が「食べない」「出されない」と回答した(C-9)。（図３１） 

【D-買い物】買い物の時に「原材料表示を確認する」の回答は 10 名(26％)で、

その中には「まだつい見てしまう」「どの程度の含有かを確かめる」といった

意見があった(D-11)。経済的な負担が減った、という回答は 19 名(50％)であっ

たが、そのほとんどは以前に小麦除去食を経験している保護者であり、鶏卵及

び牛乳アレルギー既往だけの者は「変わらない」という意見が多かった(D-13)

（図３２）。 

【E-心理】患児自身は、30 名(79％)が「卵・牛乳を食べられてうれしい」と回

答した(E-14)が、22 名(58％)の保護者は症状に対する恐怖感や不安感を持って

いた(E-16)。一度に沢山食べたり、非加熱の食品に対する抵抗感は、30 名(79%)

の保護者が持っていた(E-17)（図３３）。 

 

3.3. 食事調査 

食事調査に協力の得られた 21 名（鶏卵アレルギー8 名、鶏卵＋牛乳アレルギ

ー13 名）の 3 日間平均の鶏卵、牛乳換算摂取量と栄養量を調査した。 

鶏卵摂取換算量（1 日平均）を少ない順に並べてみると、加工品も含めて 1/2

個（全卵 30g 換算）以上食べている患児は 8 名(38%)に留まった。鶏卵を直接

料理に使用せず、加工品から摂取する量は、1/4 個(全卵 15g 換算)が限界である

と思われた（図３４）。 

牛乳摂取換算量（1 日平均）を、鶏卵アレルギー児 8 名と鶏卵＋牛乳アレル

ギー児 13 名で比較したところ、後者が有意に少なかった(p<0.05)。鶏卵＋牛乳

アレルギー児のうち 6 名は牛乳そのものの摂取がなく、200ml 摂取している児

は 2 名のみであった。乳製品及び乳を含む加工品の摂取量は両者同等(p=0.86)

であったが、乳製品、加工品のみでは両群ともに牛乳換算量として 150ml を超

えることはなかった（図３５）。 

 

3.4. カルシウム充足率 

食事調査の結果から栄養摂取量を計算したところ、カルシウムを除く各項目

で目立った不足は見られなかった（図３６）。鶏卵アレルギー児 8 名の平均カ

ルシウム摂取量は 501mg、充足率は 86％であった。それに対し、鶏卵＋牛乳

アレルギー児 13 名は平均摂取量 345mg、充足率は 60％であり、鶏卵アレルギ

ー児よりも充足率が低い傾向(p=0.0505)を認めた（図３７）。 

カルシウム摂取量(Y mg)は、牛乳摂取換算量(X ml)と強い相関を示し(r=0.94, 

p<0.001)、直線回帰で Y=1.17X+170 の関連を認めた。（図３８青実線）牛乳
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100ml 中のカルシウム含有量を 110mg として、乳由来カルシウム摂取量の理

論値（図３８赤破線）を差し引くと、対象者が牛乳成分以外から摂取するカル

シウム量の平均±SD 値は 185±62.5mg であった。これは、回帰直線の Y 切片値

170mg とほぼ一致した。 

さらに、回帰直線（青実線）と乳由来カルシウム摂取量理論値の傾き（赤点

線）がほぼ平行であることから、対象者が牛乳成分以外から摂取しているカル

シウム量は牛乳摂取量とは関係なく、１日およそ 180mg と推定された。 

 ただし、牛乳摂取量の少ない患者群に、回帰直線よりも多いカルシウム摂取量

を示す者が存在し、乳製品以外の食品から積極的にカルシウムを摂取している

（最大で約 300mg 相当）ことが示唆された。 

 

４．考察  

本研究の対象者は、1〜9 歳（中央値 2 歳）における OFC で解除に向けた食

事指導が開始され、1〜10 歳（中央値 4 歳）で完全解除に至っていた。症例に

よる幅はあるものの、鶏卵 17)・牛乳 25)アレルギーの自然経過として標準的な患

者群といえる。 

解除指導の経過中、鶏卵や牛乳が 5〜10g 摂取可能になると、それらを少量

含む加工品が摂取できる。鶏卵 1/4 個 47）、牛乳 30〜50ml48）に到達すると、食

べたいと思う加工品はほぼ何でも食べられる 53）ために、一定の満足感が得ら

れる。しかし、それ以上の摂取量に進むためには、鶏卵・牛乳を直接摂取、又

は主な素材とした料理（卵焼き、シチュウ、チーズなど）を食べることになる

。この時点で、多くの患児から「まずい、おいしくない」「嫌いで食べない」な

どの意見が聞かれ、それ以上の解除が進まないことも多い。 

低年齢における解除が進まず、除去食生活が長期化した患児ほど、アレルゲ

ン食品は「危険」というすり込みが定着する。これは、安全確保のために必要

な教育ではあるが、解除を進める過程において患児自身が拒否感を強くする要

因となっているように思われた。今回の対象者のように、完全解除の許可まで

至った症例ですら、鶏卵・牛乳そのものの摂取又は料理への使用量は少ないの

が現状であった。保護者からは「作っても食べてくれない」「食べないから作ら

ない」との意見も聞かれ、患児にとっては小さい頃から食べたことがない鶏卵

や牛乳は、どうしても「好き」になれない現状が窺われた。 

対象者の 29%は、鶏卵・牛乳以外の食物アレルギーを残していた。除去品目

数が多いほど患児・保護者のストレスは強く 55)、保護者の不安が軽減されにく

い一因となっていることは推察される。 

完全解除の許可が出された時点では、家庭での食生活について「気が楽にな

った」「家事が楽になった」という声が多く聞かれ(A-4)、「好きな店へ行ける」
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「おにぎりを持参しなくていい」「店員に（アレルゲンを）聞かなくていい」な

ど(C-10)、QOL は改善しているように思われた。 

しかし、多くの患児が保護者の同伴していない環境下の食事（友人・親戚宅

など）においては制限を残しており(C-9)、患児が「これ、食べていい？」と保

護者に確認するといった習慣（しつけ）が残っていた。全体として、患児・保

護者が心から安心して食べられるまでには、もう少し時間を必要としているこ

とが示唆された。 

多くの保護者は、離乳食開始時から子どもに鶏卵や牛乳を使う料理を作った経

験がなく、その不安感や調理法をサポートする指導が必要な事も多い。また食

事調査の写真画像 56)から、保護者の調理スキル全般に問題がある点も窺え、そ

れを支える指導も必要であった。 

図３９に鶏卵アレルギー3 歳男児の食事内容を示す。生後 4M に AD を診断

され、血液検査にて鶏卵陽性から未摂取の状態で除去が開始された。1 歳 1M

時に OFC を行い、ゆで卵白 10g から解除開始となったが、卵そのものを嫌い

で食べられず、完全解除までに約 1 年半を要した。3 日間の食事内容は、朝食

はパンと飲み物のみ、昼、夜の食事は、ハンバーグ、コンソメスープ、豚しゃ

ぶ、肉じゃがなど母の手作りの料理が記載されていたが、児は食べずに残して

いた。卵そのものの摂取は、唯一、お弁当に卵焼きが入っていたが、食べずに

残していた。 この残食の多さはアレルギーとは無関係のように思われた。 

日本人の食事摂取基準（2015 年版）57）によれば、幼児から学童期のカルシ

ウム摂取標準量は 500～600mg とされている。また、平成 25 年国民健康・栄

養調査によると、1 歳〜6 歳児の一日平均カルシウム摂取量は 417mg、乳類の

平均摂取量は 212.2g/日とされている。 

 牛乳除去に伴うカルシウム不足は骨折のリスクを高めると報告されている
58)。今回の結果からは、牛乳アレルギーの既往がない鶏卵アレルギー児は標準

的な摂取量を満たしていたが、牛乳アレルギー児では、完全解除を許可された

後でもカルシウム不足は解決していないことが明らかとなった。対象者が牛乳

以外から摂取していたカルシウム量は 1 日平均 180mg 程度、最大量の症例で

も約 300mg であり、これが、乳由来でない食品から代替補充する限界と思わ

れた。 

従って、カルシウム摂取標準量を満たすためには、牛乳を毎日 300〜400ml

相当摂取することが必要となり、牛乳アレルギーの既往がある子どもにとって

は高いハードルと思われる。 

本研究の結果から、除去解除後の食生活を見通して除去期間中に行うべき指

導内容 59)を考えると、患児に対してアレルゲンである鶏卵や牛乳を「怖いもの」

「悪いもの」という印象を植え付けず、本当は「おいしいもの」「体に良いも
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の」という理解を失わないことが望ましい。そのためには、両親や兄弟は自然

に鶏卵・牛乳の料理を食べる場面を維持することも望ましいかもしれない 27)。

あるいは、豆乳などの代替食材を使用して、本来なら牛乳を使用する料理を食

べる習慣を失わないことも望ましい。 

もちろん、家庭にアレルゲンを持ち込むことは、安全管理という点からは十

分な注意が求められる。従ってこれらの指導内容は、患児の重症度や家庭の生

活状況、保護者の調理能力などを総合的に判断して進める必要がある。栄養士

には、そうした幅広い観点から患児家族を把握して、状況に応じた柔軟な指導

を行う力が求められる 60)。 

 

５．結語 

アレルギー児の除去解除後の食生活において、食への拒否感をなくし、より

自由で安心できる「真の解除」を目指してゆくことが望まれる。そのために、

食事指導に携わる栄養士の果たすべき役割は大きく、除去を継続している時か

ら将来を見通した、適切な援助のあり方を追求していきたい。 
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